
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

参考様式第５－１号

浜 産 農 利 第 63 号

令 和 8 年 6 月 19 日

浜松市長　　中　野　祐　介

市町村名
(市町村コード)

浜松市

(22130)

地域名
（地域内農業集落名）

都田地区

（別紙のとおり）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和8年6月17日

（第3回）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

・台地畑地エリアと都田川沿いの低地水田地と畑地、山地部の樹園地に分かれる。
・台地畑地エリアは、露地果樹(みかん)、ハウス作、大規模担い手による露地畑作(ブロッコリー等)に利用されて
いるが工場団地に囲まれていて開発圧が強い。
・都田川沿いの低地水田は一団の優良水田で、都田上地区では担い手への農地の集積・集約化が進んでいる。
・都田川沿いの低地畑地はまとまっていて露地果樹(みかん、ぶどう等)で利用されている。
・山地部の樹園地は露地果樹(みかん)で利用され、みかん産地が形成されているが、急峻で園内耕作道未整備
のほ場も多く、荒廃農地も増えている。

【地域の基礎データ(R5.1担い手アンケート)】
・担い手農業者95名(69歳以下又は70歳以上後継者あり88名、70歳以上後継者なし6名、回答なし1名)、みかん産
地
・主な営農類型:水稲作3名、露地畑作9名、ハウス畑作12名、露地果樹58名、ハウス果樹6名、茶2名、花木0名、
畜産3名、その他2名

・農協や大規模担い手により形成された作物産地の維持・発展を図る。(ミカン、水稲、ブロッコリー等)
・担い手間の利用調整を進め、担い手ごとにほ場の集約化を図り、各々の耕作作業の効率化を図る。まとまった
ほ場の確保により、将来的なドローン利用や作業の自動化などスマート農業の導入の可能性を高める。
・担い手耕作地の集約化に支障となっている荒廃農地の再生利用を図る。
・リタイア時の耕作地やハウス等の農業施設の引継ぎ方法の確立、地域への周知浸透を図る。
・樹園地では基盤整備事業等により、耕作道の再整備、区画整理等を進め、効率的で低労力の耕作作業ができ
るようにする。
・一団の水田地では基盤整備事業等により、畦畔撤去や区画の均平化(レベル出し)等でほ場の大区画化を進
め、より効率的な耕作作業ができるようにする。



２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

区域内の農用地等面積 827.1

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 827.1

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・農振農用地区域内の農地(青地農地)とする。ただし計画策定時に設置されている営農型太陽光発電下部農地
は除く。
・以下の農地における営農型太陽光発電事業の実施について、協議の場において、地域計画の区域内の農地の
効率的かつ総合的な利用に支障がないことを確認した。
（令和8年6月5日開催）
　浜松市浜名区都田町7715番20、7715番22

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。
















